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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】整列誤差による光漏れを防ぎ、遮光部材の段差
に起因する不要な薄膜形成に伴う薄膜トランジスタの性
能特性の低下を防ぐとともに、薄膜トランジスタを修理
しやすい液晶表示装置を提供する。
【解決手段】第１の絶縁基板と、前記第１の絶縁基板の
上に配設されているゲート線１２１と、前記第１の絶縁
基板の上に配設されている第１のデータ線１７１及び第
２のデータ線１７１と、前記第１の絶縁基板の上に配設
されており、前記第１のデータ線と前記第２のデータ線
との間に配設されているカラーフィルタと、前記第１の
データ線と前記第２のデータ線の上に配設されている第
１の遮光部材２２０と、前記カラーフィルタと前記第１
の遮光部材の上に配設され、前記ゲート線と同じ方向に
伸び、前記第１のデータ線と前記第２のデータ線の上に
おいて前記第１の遮光部材と重なり合う第２の遮光部材
３３０と、を備える液晶表示装置。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の絶縁基板と、
　前記第１の絶縁基板の上に配設されている複数のゲート線と、
　前記第１の絶縁基板の上に配設されている複数のデータ線と、
　前記複数のデータ線に沿って並んでいる画素と、
　前記第１の絶縁基板の上に配設されているカラーフィルタと、
　前記複数のデータ線の上に配設されている第１の遮光部材と、
　前記カラーフィルタと前記第１の遮光部材の上に配設され、前記ゲート線と同じ方向に
伸び、前記データ線の上において前記第１の遮光部材と重なり合う第２の遮光部材と、
　を備え、
　前記画素の一端に隣接するデータ線を第１のデータ線とし、
　前記画素の他端に隣接するデータ線を第２のデータ線とし、
　前記カラーフィルタは、前記第１のデータ線と前記第２のデータ線との間に配設されて
いる、液晶表示装置。
【請求項２】
　前記第１の遮光部材の幅は、一定である、請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記第１の遮光部材の幅は、前記データ線の幅よりも広い、請求項２に記載の液晶表示
装置。
【請求項４】
　前記第２の遮光部材は、互いに厚さが異なる第１の部分と、第２の部分及び第３の部分
を有する、請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記画素は、
　　前記カラーフィルタの上に配設されており、前記ゲート線を挟んで離れている第１の
副画素電極と第２の副画素電極を備える画素電極と、
　　前記第１の副画素電極に接続されている第１の薄膜トランジスタと、
　　前記第２の副画素電極に接続されている第２の薄膜トランジスタと、
　を含み、
　前記第２の遮光部材は、前記第１の薄膜トランジスタと前記第２の薄膜トランジスタを
両方とも覆うように前記ゲート線に沿って延設されている、請求項４に記載の液晶表示装
置。
【請求項６】
　前記第１の副画素電極と前記第２の副画素電極は、幹部と前記幹部から延出している複
数の枝電極とを備える、請求項５に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記第２の遮光部材は、互いに厚さが異なる第１の部分及び第２の部分を有する、請求
項２に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記第１の部分は、前記第１の基板と向かい合う第２の基板の上に形成されている薄膜
の表面と接触する、請求項７に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記第２の部分は、第１の遮光部材と重なり合う第１の領域とそれ以外の第２の領域と
を有し、前記第１の領域と前記第２の基板の上に形成されている前記薄膜表面との間の間
隔は、前記第２の領域と前記第２の基板の上に形成されている前記薄膜表面との間の間隔
よりも狭い、請求項８に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記第１の遮光部材と前記第２の遮光部材とが重なり合う部分における前記第１の遮光
部材の幅は、前記第１の遮光部材の残りの部分の幅よりも狭い、請求項１に記載の液晶表
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示装置。
【請求項１１】
　前記第１の遮光部材と前記第２の遮光部材とが重なり合わない部分における前記第１の
遮光部材の幅は、前記第１のデータ線の幅及び前記第２のデータ線の幅よりも広い、請求
項１０に記載の液晶表示装置。
【請求項１２】
　前記第１の遮光部材と前記第２の遮光部材とが重なり合う部分における前記第１の遮光
部材の幅は、約０．７μｍである、請求項１０に記載の液晶表示装置。
【請求項１３】
　前記第２の遮光部材は、互いに厚さが異なる第１の部分と、第２の部分及び第３の部分
を有する、請求項１０に記載の液晶表示装置。
【請求項１４】
　前記第１の遮光部材の厚さは、前記第１の遮光部材と前記第２の遮光部材とが重なり合
う部分における前記第２の遮光部材の横の中央部分に近くなるにつれて減少する、請求項
１に記載の液晶表示装置。
【請求項１５】
　前記第２の遮光部材の横の中央部分における前記第１の遮光部材の厚さは、略０である
、請求項１４に記載の液晶表示装置。
【請求項１６】
　前記第２の遮光部材は、互いに厚さが異なる第１の部分と、第２の部分及び第３の部分
を有する、請求項１４に記載の液晶表示装置。
【請求項１７】
　前記画素は、
　前記カラーフィルタの上に配設されており、前記ゲート線を挟んで離れている第１の副
画素電極と第２の副画素電極を備える画素電極と、
　前記第１の副画素電極に接続されている第１の薄膜トランジスタと、
　前記第２の副画素電極に接続されている第２の薄膜トランジスタと、
　を含み、
　前記第２の遮光部材は、前記第１の薄膜トランジスタと前記第２の薄膜トランジスタを
両方とも覆うように前記ゲート線に沿って延設されている、請求項１、９、１０、１３、
１４、１６のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項１８】
　前記第１の副画素電極と前記第２の副画素電極は、幹部と前記幹部から延出している複
数の枝電極とを備える、請求項１７に記載の液晶表示装置。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、現在最も幅広く用いられているフラットパネル表示装置の一つであり
、画素電極と共通電極など電場生成電極（ｆiｅｌｄ ｇｅｎｅｒａｔiｎｇ ｅｌｅｃｔｒ
ｏｄｅ）が形成されている二枚の表示板と、これらの間に挟持されている液晶層と、を備
える。液晶表示装置は、電場生成電極に電圧を印加して液晶層に電場を生成し、これによ
り液晶層の液晶分子の方向を決定し、入射光の偏光を制御することにより映像を表示する
。
【０００３】
　液晶表示装置の中でも、電場が印加されていない状態で液晶分子の長軸を上下の表示板
に対して垂直をなすように配列した垂直配向方式（ｖｅｒｔiｃａｌｌｙ ａｌiｇｎｅｄ 
ｍｏｄｅ）の液晶表示装置が、コントラスト比が高く、しかも、広い基準視野角が実現し
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やすいことから脚光を浴びている。
【０００４】
　この種の垂直配向方式の液晶表示装置において広視野角を実現するために、１画素に液
晶の配向方向が異なる複数のドメイン（ｄｏｍａiｎ）を形成することがある。
【０００５】
　複数のドメインを形成するために、電場生成電極に微細スリットなどの切欠部を形成し
たり、電場生成電極の上に突起を形成したりするなどの方法が採られている。この方法に
よれば、切欠部または突起の周縁（ｅｄｇｅ）とこれと向かい合う電場生成電極との間に
形成されるフリンジ場（ｆｒiｎｇｅ ｆiｅｌｄ）によって液晶がフリンジ場に垂直な方
向に配向されることにより複数のドメインが形成される。
【０００６】
　一方、薄膜トランジスタなどが形成される個所には遮光部材を形成して、光によるチャ
ンネル層の漏れ電流などを防ぐことになる。なお、カラーフィルタと遮光部材を薄膜トラ
ンジスタ表示板の上に共に形成すれば、カラーフィルタと遮光部材を共通電極表示板に形
成する場合に発生しうる二枚の表示板の整列誤差による光漏れを防ぐことができる。
【０００７】
　しかしながら、薄膜トランジスタが形成される個所に遮光部材を形成する場合に、薄膜
トランジスタ表示板を形成した後に、薄膜トランジスタの欠陥有無に応じて薄膜トランジ
スタを修理することが困難である。このため、遮光部材を薄膜トランジスタ表示板の上に
形成する場合に、薄膜トランジスタのチャンネル部の上には遮光部材を形成せず、薄膜ト
ランジスタの修理後に、薄膜トランジスタのチャンネル部を覆う着色部材を形成したりも
する。
【０００８】
　しかしながら、薄膜トランジスタのチャンネル部の上方にのみ遮光部材を形成しない場
合に、遮光部材の段差に起因して薄膜トランジスタのチャンネル部の上に不要な薄膜が存
在してしまい、薄膜トランジスタの性能の低下につながる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明が達成しようとする技術的課題は、カラーフィルタと遮光部材を薄膜トランジス
タ表示板の上に形成して整列誤差による光漏れを防ぎ、遮光部材の段差に起因する不要な
薄膜形成に伴う薄膜トランジスタの性能特性の低下を防ぐとともに、薄膜トランジスタが
修理しやすい液晶表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の実施形態に係る液晶表示装置は、第１の絶縁基板と、前記第１の絶縁基板の上
に配設されている複数のゲート線と、前記第１の絶縁基板の上に配設されている複数のデ
ータ線と、前記複数のデータ線に沿って並んでいる画素と、前記第１の絶縁基板の上に配
設されているカラーフィルタと、前記複数のデータ線の上に配設されている第１の遮光部
材と、前記カラーフィルタと前記第１の遮光部材の上に配設され、前記ゲート線と同じ方
向に伸び、前記データ線の上において前記第１の遮光部材と重なり合う第２の遮光部材と
、を備え、前記画素の一端に隣接するデータ線を第１のデータ線とし、前記画素の他端に
隣接するデータ線を第２のデータ線とし、前記カラーフィルタは、前記第１のデータ線と
前記第２のデータ線との間に配設されている。
【００１１】
　前記第１の遮光部材の幅は、一定であってもよい。
【００１２】
　前記第２の遮光部材は、互いに厚さが異なる第１の部分と、第２の部分及び第３の部分
を有していてもよい。
【００１３】
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　また、前記画素は、前記カラーフィルタの上に配設されており、前記ゲート線を挟んで
離れている第１の副画素電極と第２の副画素電極を備える画素電極と、前記第１の副画素
電極に接続されている第１の薄膜トランジスタと、前記第２の副画素電極に接続されてい
る第２の薄膜トランジスタと、を含んでもよい。さらに、前記第２の遮光部材は、前記第
１の薄膜トランジスタと前記第２の薄膜トランジスタを両方とも覆うように前記ゲート線
に沿って延設されていてもよい。
【００１４】
　さらに、前記第１の副画素電極と前記第２の副画素電極は、幹部と前記幹部から延出し
ている複数の枝電極とを備えていてもよい。
【００１５】
　前記第２の遮光部材は、互いに厚さが異なる第１の部分及び第２の部分を有していても
よい。
【００１６】
　前記第１の部分は、前記第１の基板と向かい合う第２の基板の上に形成されている薄膜
の表面と接触していてもよい。
【００１７】
　前記第２の部分は、第１の遮光部材と重なり合う第１の領域とそれ以外の第２の領域と
を有し、前記第１の領域と前記第２の基板の上に形成されている前記薄膜表面との間の間
隔は、前記第２の領域と前記第２の基板の上に形成されている前記薄膜表面との間の間隔
よりも狭くてもよい。
【００１８】
　前記第１の遮光部材と前記第２の遮光部材とが重なり合う部分における前記第１の遮光
部材の幅は、前記第１の遮光部材の残りの部分の幅よりも狭くてもよい。
【００１９】
　前記第１の遮光部材と前記第２の遮光部材とが重なり合う部分における前記第１の遮光
部材の幅は、約０．７μｍであってもよい。
【００２０】
　前記第１の遮光部材の厚さは、前記第１の遮光部材と前記第２の遮光部材とが重なり合
う部分における前記第２の遮光部材の横の中央部分に近くなるにつれて減少してもよい。
【００２１】
　前記第２の遮光部材の横の中央部分における前記第１の遮光部材の厚さは、略０であっ
てもよい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の実施形態に係る液晶表示装置は、隣り合う二本のデータ線の間に配設されるカ
ラーフィルタと、データ線の上に配設される第１の遮光部材と、薄膜トランジスタが配設
される領域のカラーフィルタの上に配設される第２の遮光部材と、を備え、第１の遮光部
材と第２の遮光部材の少なくとも一部分が重なり合うように形成する。これにより、カラ
ーフィルタと遮光部材を薄膜トランジスタ表示板の上に形成することから、整列誤差によ
る光漏れを防ぐことができ、データ線とゲート線との隣り合う領域における光漏れを防ぐ
ことができる。また、薄膜トランジスタの上にカラーフィルタを形成し、且つ、第１の遮
光部材を形成しないことから、第１の遮光部材の段差に起因する不要な薄膜の形成に伴う
薄膜トランジスタの性能特性の低下を防ぐことができる。さらに、薄膜トランジスタの上
にカラーフィルタを配設することにより、薄膜トランジスタの位置を簡単に識別すること
ができるので、薄膜トランジスタが修理しやすくなる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の１画素に対する等価回路図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の１画素の例における配置図である。
【図３】図２の液晶表示装置をIII-III線に沿って切り取った断面図である。
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【図４】本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の画素電極の基本領域を示す平面図であ
る。
【図５】紫外線などの光によって重合されるプレポリマーを用いて液晶分子にプレチルト
を持たせる過程を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の二つの画素を示す配置図である。
【図７】図６の液晶表示装置をＶII-ＶII線に沿って切り取った断面図である。
【図８】図６の液晶表示装置をＶIII-ＶIII線に沿って切り取った断面図である。
【図９】図６の液晶表示装置をIＸ-IＸ線に沿って切り取った断面図である。
【図１０】図６の液晶表示装置をＸ-Ｘ線に沿って切り取った断面図である。
【図１１】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の断面図であり、図２の液晶表示装
置をIII-III線に沿って切り取った断面図である。
【図１２】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の断面図であり、図６の液晶表示装
置をＸII-ＸII線に沿って切り取った断面図である。
【図１３】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の断面図であり、図６の液晶表示装
置をＸIII-ＸIII線に沿って切り取った断面図である。
【図１４】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の断面図であり、図６の液晶表示装
置をＸIＶ-ＸIＶ線に沿って切り取った断面図である。
【図１５】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の断面図であり、図２の液晶表示装
置をIII-III線に沿って切り取った断面図である。
【図１６】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の断面図であり、図６の液晶表示装
置をＸII-ＸII線に沿って切り取った断面図である。
【図１７】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の断面図であり、図６の液晶表示装
置をＸIII-ＸIII線に沿って切り取った断面図である。
【図１８】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の断面図であり、図６の液晶表示装
置をＸIＶ-ＸIＶ線に沿って切り取った断面図である。
【図１９】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の断面図であり、図２の液晶表示装
置をIII-III線に沿って切り取った断面図である。
【図２０】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の断面図であり、図６の液晶表示装
置をＸII-ＸII線に沿って切り取った断面図である。
【図２１】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の断面図であり、図６の液晶表示装
置をＸIII-ＸIII線に沿って切り取った断面図である。
【図２２】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の断面図であり、図６の液晶表示装
置をＸIＶ-ＸIＶ線に沿って切り取った断面図である。
【図２３】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の二つの画素を示す配置図である。
【図２４】図２３の液晶表示装置をＸＸIＶ-ＸＸIＶ線に沿って切り取った断面図である
。
【図２５】図２３の液晶表示装置をＸＸＶ-ＸＸＶ線に沿って切り取った断面図である。
【図２６】図２３の液晶表示装置をＸＸＶI-ＸＸＶI線に沿って切り取った断面図である
。
【図２７】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の二つの画素を示す配置図である。
【図２８】図２７の液晶表示装置をＸＸＶIII-ＸＸＶIII線に沿って切り取った断面図で
ある。
【図２９】図２７の液晶表示装置をＸＸIＸ-ＸＸIＸ線に沿って切り取った断面図である
。
【図３０】図２７の液晶表示装置をＸＸＸ-ＸＸＸ線に沿って切り取った断面図である。
【図３１】図２７の液晶表示装置をＸＸＸI-ＸＸＸI線に沿って切り取った断面図である
。
【図３２】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の二つの画素を示す配置図である。
【図３３】図３２の液晶表示装置をＸＸＸIII-ＸＸＸIII線に沿って切り取った断面図で
ある。



(7) JP 2019-74745 A 2019.5.16

10

20

30

40

50

【図３４】図３２の液晶表示装置をＸＸＸIＶ-ＸＸＸIＶ線に沿って切り取った断面図で
ある。
【図３５】図３２の液晶表示装置をＸＸＸＶ-ＸＸＸＶ線に沿って切り取った断面図であ
る。
【図３６】図３２の液晶表示装置をＸＸＸＶI-ＸＸＸＶI線に沿って切り取った断面図で
ある。
【図３７】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の二つの画素を示す配置図である。
【図３８】図３７の液晶表示装置をＸＸＸＶIII-ＸＸＸＶIII線に沿って切り取った断面
図である。
【図３９】図３７の液晶表示装置をＸＸＸIＸ-ＸＸＸIＸ線に沿って切り取った断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施形態につき、本発明が属する技術分野において通常の知識を持った
者が容易に実施できる程度に詳しく説明する。しかしながら、本発明は種々の異なる形態
で実現可能であり、ここで説明する実施形態に限定されない。
【００２５】
　図中、複数の層及び領域を明確に表現するために、厚さを拡大して示す。明細書全般に
亘って類似する部分に対しては同じ図面符号を付する。層、膜、領域、板などの部分が他
の部分の「上に」あるとしたとき、これは、他の部分の「直上に」ある場合だけではなく
、これらの間に他の部分がある場合も含む。逆に、ある部分が他の部分の「真上に」ある
としたときには、これらの間に他の部分がないことを意味する。
【００２６】
　まず、図１に基づき、本発明の実施形態に係る液晶表示装置の信号線及び画素の配置と
その駆動方法について説明する。図１は、本発明の実施形態に係る液晶表示装置の１画素
に対する等価回路図である。
【００２７】
　図１を参照すると、本実施形態に係る液晶表示装置の１画素ＰＸは、ゲート信号を送信
するゲート線ＧＬ及びデータ信号を送信するデータ線ＤＬと、分圧基準電圧を送信する分
圧基準電圧線ＲＬを備える複数の信号線と、複数の信号線に接続されている第１、第２及
び第３のスイッチング素子Ｑａ、Ｑｂ、Ｑｃと、第１及び第２の液晶キャパシタＣｌｃａ
、Ｃｌｃｂと、を備える。
【００２８】
　第１及び第２のスイッチング素子Ｑａ、Ｑｂは、それぞれゲート線ＧＬ及びデータ線Ｄ
Ｌに接続されており、第３のスイッチング素子Ｑｃは、第２のスイッチング素子Ｑｂの出
力端子及び分圧基準電圧線ＲＬに接続されている。
【００２９】
　第１のスイッチング素子Ｑａ及び第２のスイッチング素子Ｑｂは、薄膜トランジスタな
どの三端子素子であり、その制御端子はゲート線ＧＬと接続されており、入力端子はデー
タ線ＤＬと接続されており、第１のスイッチング素子Ｑａの出力端子は第１の液晶キャパ
シタＣｌｃａに接続されており、第２のスイッチング素子Ｑｂの出力端子は第２の液晶キ
ャパシタＣｌｃｂ及び第３のスイッチング素子Ｑｃの入力端子に接続されている。
【００３０】
　第３のスイッチング素子Ｑｃも同様に薄膜トランジスタなどの三端子素子であり、制御
端子はゲート線ＧＬと接続されており、入力端子は第２の液晶キャパシタＣｌｃｂと接続
されており、出力端子は分圧基準電圧線ＲＬに接続されている。
【００３１】
　ゲート線ＧＬにゲートオン信号が印加されると、ここに接続された第１のスイッチング
素子Ｑａと、第２のスイッチング素子Ｑｂ及び第３のスイッチング素子Ｑｃがターンオン
される。これにより、データ線ＤＬに印加されたデータ電圧はターンオンされた第１のス
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イッチング素子Ｑａ及び第２のスイッチング素子Ｑｂを介して第１の副画素電極ＰＥａ及
び第２の副画素電極ＰＥｂに印加される。このとき、第１の副画素電極ＰＥａ及び第２の
副画素電極ＰＥｂに印加されたデータ電圧は互いに等しく、第１の液晶キャパシタＣｌｃ
ａ及び第２の液晶キャパシタＣｌｃｂは、共通電圧とデータ電圧との差分だけ同じ値に充
電される。これとともに、第２の液晶キャパシタＣｌｃｂに充電された電圧は、ターンオ
ンされた第３のスイッチング素子Ｑｃを通じて分圧される。これにより、第２の液晶キャ
パシタＣｌｃｂに充電された電圧値は、共通電圧と分圧基準電圧との差分によって低くな
る。すなわち、第１の液晶キャパシタＣｌｃａに充電された電圧は、第２の液晶キャパシ
タＣｌｃｂに充電された電圧よりもさらに高くなる。
【００３２】
　このように、第１の液晶キャパシタＣｌｃａに充電された電圧と第２の液晶キャパシタ
Ｃｌｃｂに充電された電圧は、互いに異なる。第１の液晶キャパシタＣｌｃａの電圧と第
２の液晶キャパシタＣｌｃｂの電圧が互いに異なるため、第１の副画素と第２の副画素に
おける液晶分子の傾斜角が異なり、これにより、二つの副画素の輝度が変化する。このた
め、第１の液晶キャパシタＣｌｃａの電圧と第２の液晶キャパシタＣｌｃｂの電圧を適切
に調節すれば、側面から眺める映像が正面から眺める映像に最大限に近くなり、これによ
り、側面視認性が向上可能になる。
【００３３】
　開示の実施形態においては、第１の液晶キャパシタＣｌｃａに充電された電圧と第２の
液晶キャパシタＣｌｃｂに充電された電圧を異ならせるために、第２の液晶キャパシタＣ
ｌｃｂと分圧基準電圧線ＲＬに接続された第３のスイッチング素子Ｑｃを備えるが、本発
明の他の実施形態に係る液晶表示装置の場合、第２の液晶キャパシタＣｌｃｂを減圧（ｓ
ｔｅｐ-ｄｏｗｎ）キャパシタに接続してもよい。具体的に、減圧ゲート線に接続された
第１の端子と、第２の液晶キャパシタＣｌｃｂに接続された第２の端子及び減圧キャパシ
タに接続された第３の端子を有する第３のスイッチング素子を備えて、第２の液晶キャパ
シタＣｌｃｂに充電された電荷量の一部が減圧キャパシタに充電されるようにして、第１
の液晶キャパシタＣｌｃｂと第２の液晶キャパシタＣｌｃｂとの間の充電電圧を異ならせ
て設定してもよい。また、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の場合、第１の液晶
キャパシタＣｌｃｂと第２の液晶キャパシタＣｌｃｂがそれぞれ互いに異なるデータ線に
接続されて、これらに互いに異なるデータ電圧を印加することにより、第１の液晶キャパ
シタＣｌｃｂと第２の液晶キャパシタＣｌｃｂとの間の充電電圧を異ならせて設定しても
よい。加えて、他の種々の方法により第１の液晶キャパシタＣｌｃｂと第２の液晶キャパ
シタＣｌｃｂとの間の充電電圧を異ならせて設定してもよい。
【００３４】
　以下、図２から図５に基づき、図１に示す実施形態に係る液晶表示装置の構造について
簡単に説明する。図２は、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の１画素の例における
配置図であり、図３は、図２の液晶表示装置をIII-III線に沿って切り取った断面図であ
る。図４は、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の画素電極の基本領域を示す平面図
であり、図５は、紫外線などの光によって重合されるプレポリマーを用いて液晶分子にプ
レチルトを持たせる過程を示す図である。
【００３５】
　まず、図２及び図３を参照すると、本実施形態に係る液晶表示装置は、相対向する下表
示板１００及び上表示板２００と、これら二枚の表示板１００、２００の間に挟持されて
いる液晶層３と、表示板１００、２００の外面に取り付けられている一対の偏光子（図示
せず）と、を備える。
【００３６】
　まず、下表示板１００について説明する。
【００３７】
　透明ガラス製またはプラスチック製の第１の絶縁基板１１０の上に、ゲート線１２１と
分圧基準電圧線１３１とを備えるゲート導電体が形成されている。
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【００３８】
　ゲート線１２１は、第１のゲート電極１２４ａと、第２のゲート電極１２４ｂと、第３
のゲート電極１２４ｃ及び他の層または外部駆動回路との接続のための広い端部（図示せ
ず）を備える。
【００３９】
　分圧基準電圧線１３１は、第１の維持電極１３５、１３６及び基準電極１３７を備える
。分圧基準電圧線１３１に接続されてはいないが、第２の副画素電極１９１ｂと重なり合
う第２の維持電極１３８、１３９が前記第１の絶縁基板１１０の上に配設されている。
【００４０】
　ゲート線１２１及び分圧基準電圧線１３１の上には、ゲート絶縁膜１４０が形成されて
いる。
【００４１】
　ゲート絶縁膜１４０の上には第１の半導体１５４ａ、第２の半導体１５４ｂ及び第３の
半導体１５４ｃが形成されている。
【００４２】
　半導体１５４ａ、１５４ｂ、１５４ｃの上には、複数の抵抗性接触部材１６３ａ、１６
５ａ、１６３ｂ、１６５ｂ、１６３ｃ、１６５ｃが形成されている。
【００４３】
　抵抗性接触部材１６３ａ、１６５ａ、１６３ｂ、１６５ｂ、１６３ｃ、１６５ｃ及びゲ
ート絶縁膜１４０の上には、第１のソース電極１７３ａ及び第２のソース電極１７３ｂを
備える複数のデータ線１７１と、第１のドレイン電極１７５ａと、第２のドレイン電極１
７５ｂと、第３のソース電極１７３ｃ及び第３のドレイン電極１７５ｃを備えるデータ導
電体が形成されている。
【００４４】
　データ導電体及びその下に配設されている半導体及び抵抗性接触部材は、１枚のマスク
を用いて同時に形成してもよい。
【００４５】
　データ線１７１は、他の層または外部駆動回路との接続のための広い端部（図示せず）
を備える。
【００４６】
　第１のゲート電極１２４ａと、第１のソース電極１７３ａ及び第１のドレイン電極１７
５ａは、第１の島状半導体１５４ａとともに一つの第１の薄膜トランジスタ（ｔｈiｎ-ｆ
iｌｍ-ｔｒａｎｓiｓｔｏｒ；ＴＦＴ）Ｑａをなし、薄膜トランジスタのチャンネルは、
第１のソース電極１７３ａと第１のドレイン電極１７５ａとの間の半導体１５４ａに形成
される。これと同様に、第２のゲート電極１２４ｂと、第２のソース電極１７３ｂ及び第
２のドレイン電極１７５ｂは、第２の島状半導体１５４ｂとともに一つの第２の薄膜トラ
ンジスタＱｂをなして、チャンネルは第２のソース電極１７３ｂと第２のドレイン電極１
７５ｂの間の半導体１５４ｂに形成され、第３のゲート電極１２４ｃ、第３のソース電極
１７３ｃ及び第３のドレイン電極１７５ｃは、第３の島状半導体１５４ｃとともに一つの
第３の薄膜トランジスタＱｃをなし、チャンネルは、第３のソース電極１７３ｃと第３の
ドレイン電極１７５ｃとの間の半導体１５４ｃに形成される。
【００４７】
　第２のドレイン電極１７５ｂは、第３のソース電極１７３ｃと接続されており、広く拡
張された拡張部１７７を備える。
【００４８】
　データ導電体１７１、１７３ｃ、１７５ａ、１７５ｂ、１７５ｃ及び露出された半導体
１５４ａ、１５４ｂ、１５４ｃ部分の上には、第１の保護膜１８０ｐが形成されている。
第１の保護膜１８０ｐは、窒化ケイ素または酸化ケイ素などの無機絶縁膜を備えていても
よい。第１の保護膜１８０ｐは、半導体１５４ａ、１５４ｂ、１５４ｃがカラーフィルタ
２３０の顔料に対し露出されることを防止し、カラーフィルタ２３０の顔料が半導体１５
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４ａ、１５４ｂ、１５４ｃの部分に流入することを防ぐことができる。
【００４９】
　第１の保護膜１８０ｐの上には、カラーフィルタ２３０が形成されている。カラーフィ
ルタ２３０は、隣り合う二本のデータ線に沿って縦方向に伸びている。第１の保護膜１８
０ｐと、カラーフィルタ２３０の周縁及びデータ線１７１の上には、第１の遮光部材２２
０が配設されている。
【００５０】
　第１の遮光部材２２０は、データ線１７１に沿って伸び、隣り合う二つのカラーフィル
タ２３０の間に配設される。第１の遮光部材２２０の幅は、データ線１７１の幅よりも広
くてもよい。このように、第１の遮光部材２２０の幅をデータ線１７１の幅よりも広く形
成することにより、外部から入射した光が、金属であるデータ線１７１の表面で反射する
ことを第１の遮光部材２２０が防ぐことができる。このため、データ線１７１の表面で反
射された光が液晶層３を通過した光と干渉することにより、液晶表示装置のコントラスト
比が低下することを防ぐことができる。
【００５１】
　カラーフィルタ２３０及び第１の遮光部材２３０の上には、第２の保護膜１８０ｑが形
成されている。
【００５２】
　第２の保護膜１８０ｑは、窒化ケイ素または酸化ケイ素などの無機絶縁膜を備えていて
もよい。第２の保護膜１８０ｑは、カラーフィルタ２３０が浮き上がることを防ぎ、カラ
ーフィルタ２３０から流入する溶剤などの有機物による液晶層３の汚染を抑えて画面駆動
時に招かれうる残像などの不良を防ぐ。
【００５３】
　第１の保護膜１８０ｐ及び第２の保護膜１８０ｑには、第１のドレイン電極１７５ａ及
び第２のドレイン電極１７５ｂを露出させる第１の接触孔１８５ａ及び第２の接触孔１８
５ｂが形成されている。
【００５４】
　第１の保護膜１８０ｐ及び第２の保護膜１８０ｑ、並びにゲート絶縁膜１４０には、基
準電極１３７の一部と第３のドレイン電極１７５ｃの一部を露出させる第３の接触孔１８
５ｃが形成されており、第３の接触孔１８５ｃは接続部材１９５が覆っている。接続部材
１９５は、第３の接触孔１８５ｃを介して露出されている基準電極１３７と第３のドレイ
ン電極１７５ｃとを電気的に接続する。
【００５５】
　第２の保護膜１８０ｑの上には、複数の画素電極１９１が形成されている。各画素電極
１９１は、ゲート線１２１を挟んで互いに分離されて、ゲート線１２１を中心として列方
向に隣り合う第１の副画素電極１９１ａと第２の副画素電極１９１ｂを備える。画素電極
１９１は、酸化インジウム錫（IＴＯ）、酸化インジウム亜鉛（IＺＯ）などの透明物質か
ら形成されてもよい。画素電極１９１は、アルミニウム、銀、クロム、銅、モリブデン、
チタンまたはその合金などの金属から形成されてもよい。
【００５６】
　第１の副画素電極１９１ａと第２の副画素電極１９１ｂは、それぞれ図４に示す基本電
極１９９またはその変形を一つ以上備えている。
【００５７】
　第１の副画素電極１９１ａ及び第２の副画素電極１９１ｂは、第１の接触孔１８５ａ及
び第２の接触孔１８５ｂを介してそれぞれ第１のドレイン電極１７５ａ及び第２のドレイ
ン電極１７５ｂと物理的・電気的に接続されており、これらには第１のドレイン電極１７
５ａ及び第２のドレイン電極１７５ｂからデータ電圧が印加される。このとき、第２のド
レイン電極１７５ｂに印加されたデータ電圧のうちの一部は第３のソース電極１７３ｃを
介して分圧されて、第１の副画素電極１９１ａに印加される電圧は、第２の副画素電極１
９１ｂに印加される電圧よりも大きくなる。
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【００５８】
　データ電圧の印加された第１の副画素電極１９１ａ及び第２の副画素電極１９１ｂは、
上表示板２００の共通電極２７０とともに電場を生成することにより、両電極１９１、２
７０間の液晶層３の液晶分子の方向を決定する。このようにして決められた液晶分子の方
向によって液晶層３を通過する光の輝度が変わる。本実施形態に係る液晶表示装置の場合
、上表示板２００に共通電極２７０が形成されていると説明したが、本発明の他の実施形
態に係る液晶表示装置の場合、下表示板１００の上に形成されている共通電極を備えてい
てもよい。なお、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の場合、液晶層に電場を生成
する追加電極をさらに備えていてもよい。
【００５９】
　画素電極１９１の上には、第２の遮光部材３３０が配設されている。第２の遮光部材３
３０は、第１のトランジスタＱａと、第２のトランジスタＱｂと、第３のトランジスタＱ
ｃ及び第１乃至第３の接触孔１８５ａ、１８５ｂ、１８５ｃが配設される領域をいずれも
覆うように形成されており、ゲート線１２１と同じ方向に伸びて、データ線１７１の一部
と重なり合うように配設される。第２の遮光部材３３０は、１画素領域の両側に配設され
る二本のデータ線１７１と少なくとも一部重なり合うように配設されて、データ線１７１
とゲート線１２１の近くで発生しうる光漏れを防ぎ、第１のトランジスタＱａと、第２の
トランジスタＱｂ及び第３のトランジスタＱｃが配設される領域における光漏れを防ぐこ
とができる。
【００６０】
　第２の遮光部材３３０が形成されるまで、第１のトランジスタＱａと、第２のトランジ
スタＱｂと、第３のトランジスタＱｃ及び第１乃至第３の接触孔１８５ａ、１８５ｂ、１
８５ｃが配設される領域内には第１の保護膜１８０ｐと、カラーフィルタ２３０及び第２
の保護膜１８０ｑが配設されて、第１のトランジスタＱａと、第２のトランジスタＱｂと
、第３のトランジスタＱｃ及び第１乃至第３の接触孔１８５ａ、１８５ｂ、１８５ｃの位
置を簡単に区別することができる。
【００６１】
　次いで、上表示板２００について説明する。
【００６２】
　絶縁基板２１０の上に共通電極２７０が形成されている。共通電極２７０の上には、上
配向膜（図示せず）が形成されている。上配向膜は、垂直配向膜であってもよい。本実施
形態に係る液晶表示装置の場合、上表示板２００に共通電極２７０が形成されていると説
明したが、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の場合、下表示板１００の上に形成
されている共通電極を備えていてもよい。なお、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装
置の場合、液晶層に電場を生成する追加電極をさらに備えていてもよい。
【００６３】
　液晶層３は、負の誘電率異方性を有し、液晶層３の液晶分子は、電場がない状態でその
長軸が二枚の表示板１００、２００の表面に対して垂直をなすように配向されている。し
かしながら、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の場合、液晶層３の液晶分子は、
二枚の表示板１００、２００の表面と並ぶ方向に配向されていてもよい。
【００６４】
　以下、図４に基づき、基本電極１９９について説明する。
【００６５】
　図４に示すように、基本電極１９９の全体的な形状は四角形であり、横幹部１９３及び
これと直交する縦幹部１９２からなる十字状幹部を備える。また、基本電極１９９は、横
幹部１９３と縦幹部１９２によって第１の副領域Ｄａと、第２の副領域Ｄｂと、第３の副
領域Ｄｃ及び第４の副領域Ｄｄに画成され、各部領域Ｄａ-Ｄｄは、複数の第１の微枝部
１９４ａと、複数の第２の微枝部１９４ｂと、複数の第３の微枝部１９４ｃ及び複数の第
４の微枝部１９４ｄを備える。
【００６６】
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　第１の微枝部１９４ａは、横幹部１９３または縦幹部１９２から左上に向かって斜めに
伸びており、第２の微枝部１９４ｂは、横幹部１９３または縦幹部１９２から右上に向か
って斜めに伸びている。また、第３の微枝部１９４ｃは、横幹部１９３または縦幹部１９
２から左下に向かって伸び、第４の微枝部１９４ｄは、横幹部１９３または縦幹部１９２
から右下に向かって斜めに伸びている。
【００６７】
　第１乃至第４の微枝部１９４ａ、１９４ｂ、１９４ｃ、１９４ｄは、ゲート線１２１ａ
、１２１ｂまたは横幹部１９３と略４５°または１３５°の角度をなす。なお、隣り合う
二つの副領域Ｄａ、Ｄｂ、Ｄｃ、Ｄｄの微枝部１９４ａ、１９４ｂ、１９４ｃ、１９４ｄ
は、互いに直交していてもよい。
【００６８】
　微枝部１９４ａ、１９４ｂ、１９４ｃ、１９４ｄの幅は、２．５μｍ～５．０μｍであ
ってもよく、各副領域Ｄａ、Ｄｂ、Ｄｃ、Ｄｄ内において隣り合う微枝部１９４ａ、１９
４ｂ、１９４ｃ、１９４ｄ間の間隔は、２．５μｍ～５．０μｍであってもよい。
【００６９】
　本発明の他の実施形態によれば、微枝部１９４ａ、１９４ｂ、１９４ｃ、１９４ｄの幅
は、横幹部１９３または縦幹部１９２に近くなるにつれて広くなってもよく、一つの微枝
部１９４ａ、１９４ｂ、１９４ｃ、１９４ｄにおける最広幅部と最狭幅部との差は、０．
２μｍ～１．５μｍであってもよい。
【００７０】
　第１の副画素電極１９１ａ及び第２の副画素電極１９１ｂは、第１の接触孔１８５ａ及
び第２の接触孔１８５ｂを介してそれぞれ第１のドレイン電極１７５ａまたは第２のドレ
イン電極１７５ｂと接続されており、これらには第１のドレイン電極１７５ａ及び第２の
ドレイン電極１７５ｂからデータ電圧が印加される。このとき、第１乃至第４の微枝部１
９４ａ、１９４ｂ、１９４ｃ、１９４ｄの辺は、電場を歪曲して液晶分子３１の傾斜方向
を決定する水平成分を作り出す。電場の水平成分は、第１乃至第４の微枝部１９４ａ、１
９４ｂ、１９４ｃ、１９４ｄの辺に略水平である。このため、図４に示すように、液晶分
子３１は微枝部１９４ａ、１９４ｂ、１９４ｃ、１９４ｄの長手方向に平行な方向に傾く
。１画素電極１９１は、微枝部１９４ａ、１９４ｂ、１９４ｃ、１９４ｄの長手方向が互
いに異なる４つの副領域Ｄａ-Ｄｄを備えるため、液晶分子３１が傾く方向は略４方向と
なり、液晶分子３１の配向方向が異なる４つのドメインが液晶層３に形成される。このよ
うに液晶分子が傾く方向を多様化させれば、液晶表示装置の基準視野角が大きくなる。
【００７１】
　以下、図５に基づき、液晶分子３１がプレチルトを有するように初期配向する方法につ
いて説明する。
【００７２】
　図５は、紫外線などの光によって重合されるプレポリマーを用いて液晶分子にプレチル
トを持たせる過程を示す図である。
【００７３】
　優先紫外線などの光による重合反応によって硬化する単量体などのプレポリマー３３を
液晶物質とともに二枚の表示板１００、２００の間に注入する。プレポリマー３３は、紫
外線などの光によって重合反応をする反応性メソゲンであってもよい。プレポリマー３３
は、下表示板１００または上表示板２００に配設される配向膜内に注入されてもよい。
【００７４】
　次いで、第１の副画素電極１９１ａ及び第２の副画素電極１９１ｂにデータ電圧を印加
し、上表示板２００の共通電極２７０に共通電圧を印加して二枚の表示板１００、２００
の間の液晶層３に電場を生成する。すると、液晶層３の液晶分子３１はその電場に応答し
て、前述したように、二段階に亘って微枝部１９４ａ、１９４ｂ、１９４ｃ、１９４ｄの
長手方向に平行な方向に傾き、１画素において液晶分子３１が傾く方向は、合計で４方向
となる。
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【００７５】
　液晶層３に電場を生成した後、プレポリマー３３に紫外線などの光を照射すると、プレ
ポリマー３３が重合反応をして、図５に示すように、重合体３７０を形成する。重合体３
７０は、表示板１００、２００に接して形成される。重合体３７０は、液晶層３内に形成
されてもよく、下表示板１００または上表示板２００に配設される配向膜内に形成されて
もよい。
【００７６】
　重合体３７０によって、液晶分子３１は、上述した方向にプレチルトを有するように配
向方向が定められる。このため、電場生成電極１９１、２７０に電圧を印加しなかった状
態でも、液晶分子３１は互いに異なる４方向に先傾斜をもって配列されることになる。
【００７７】
　以下、図６乃至図１０に基づき、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の第１の遮光
部材２２０及び第２の遮光部材３３０の具体的な配置について説明する。図６は、本発明
の一実施形態に係る液晶表示装置の二つの画素を示す配置図であり、図７は、図６の液晶
表示装置をＶII-ＶII線に沿って切り取った断面図であり、図８は、図６の液晶表示装置
をＶIII-ＶIII線に沿って切り取った断面図であり、図９は、図６の液晶表示装置をIＸ-I
Ｘ線に沿って切り取った断面図である。図１０は、図６の液晶表示装置をＸ-Ｘ線に沿っ
て切り取った断面図である。
【００７８】
　図６乃至図９を参照すると、本発明の実施形態に係る液晶表示装置のカラーフィルタ２
３０と、第１の遮光部材２２０及び第２の遮光部材３３０は、薄膜トランジスタＱａ、Ｑ
ｂ、Ｑｃが形成されている下表示板１００の上に配設される。このため、カラーフィルタ
と、遮光部材及び薄膜トランジスタが形成されている基板間の整列誤差による光漏れを防
ぐことができる。
【００７９】
　カラーフィルタ２３０は二本のデータ線１７１の間に配設され、第１の遮光部材２２０
は、画素電極１９１の両側に配設される二本のデータ線１７１に沿って伸びている。第１
の遮光部材２２０の幅は、データ線１７１の幅よりも広くてもよい。このように、第１の
遮光部材２２０の幅をデータ線１７１の幅よりも広く形成することにより、外部から入射
した光が、金属であるデータ線１７１の表面で反射されて、液晶層３を通過した光と干渉
されることにより、液晶表示装置のコントラスト比が低下することが防がれる。
【００８０】
　第２の遮光部材３３０は、第１のトランジスタＱａと、第２のトランジスタＱｂと、第
３のトランジスタＱｃ及び第１乃至第３の接触孔１８５ａ、１８５ｂ、１８５ｃが配設さ
れる領域をいずれも覆うように形成され、ゲート線１２１と同じ方向に伸びて、データ線
１７１の一部と重なり合うように配設される。第２の遮光部材３３０は、１画素領域の両
側に配設される二本のデータ線１７１と少なくとも一部重なり合うように配設されて、デ
ータ線１７１と、ゲート線１２１及び分圧基準電圧線１３１の近くで発生しうる光漏れを
防ぎ、第１のトランジスタＱａと、第２のトランジスタＱｂ及び第３のトランジスタＱｃ
が配設される領域における光漏れを防ぐことができる。
【００８１】
　第２の遮光部材３３０が形成されるまで、第１のトランジスタＱａと、第２のトランジ
スタＱｂと、第３のトランジスタＱｃ及び第１乃至第３の接触孔１８５ａ、１８５ｂ、１
８５ｃが配設される領域内には、第１の保護膜１８０ｐと、カラーフィルタ２３０及び第
２の保護膜１８０ｑが配設されて、第１のトランジスタＱａと、第２のトランジスタＱｂ
と、第３のトランジスタＱｃ及び第１乃至第３の接触孔１８５ａ、１８５ｂ、１８５ｃの
位置を簡単に区別することができる。このため、もし、製造工程中に第１のトランジスタ
Ｑａと、第２のトランジスタＱｂ及び第３のトランジスタＱｃに欠陥が発生する場合に、
第２の遮光部材３３０を形成する前に第１のトランジスタＱａと、第２のトランジスタＱ
ｂ及び第３のトランジスタＱｃの欠陥を修理することができる。このように、第１のトラ
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ンジスタＱａと、第２のトランジスタＱｂ及び第３のトランジスタＱｃが配設される領域
にカラーフィルタ２３０を形成して、欠陥を修理受理した後に、第２の遮光部材３３０で
覆って光漏れを防ぐことにより、データ線とゲート線とが隣り合う領域における光漏れを
防ぎ、薄膜トランジスタの周辺の上に遮光部材を形成した場合に発生しうる遮光部材の段
差に起因する不要な薄膜形成に伴う薄膜トランジスタの性能特性の低下を防ぎ、薄膜トラ
ンジスタの上にカラーフィルタを配設して薄膜トランジスタが修理しやすくなる。なお、
カラーフィルタと遮光部材を薄膜トランジスタ表示板の上に形成して整列誤差による光漏
れを防ぐことができる。
【００８２】
　図７を参照すると、データ線１７１の上に配設される第１の遮光部材２２０と第２の遮
光部材３３０が互いに重なり合う部分３２４は、他の部分に配設される第２の遮光部材３
３０よりも高く形成される。このため、第１の遮光部材２２０と第２の遮光部材３３０が
重なり合う部分３２４は、対向する上表示板２００と第１の間隔Ｈ１をなしうる。
【００８３】
　図９を参照すると、第２の遮光部材３３０は、周辺領域よりも厚い第１のスペーサ部３
２５を備える。第１のスペーサ部３２５は、対向する上表示板２００と接触するように形
成される。第２の遮光部材３３０と第１のスペーサ部３２５を同じ層に形成することによ
り、製造工程を簡単化させ、第１のスペーサ部３２５の周辺で発生しうる光漏れを防ぐこ
とができる。
【００８４】
　また、第２の遮光部材３３０は、第１のトランジスタＱａと、第２のトランジスタＱｂ
と、第３のトランジスタＱｃ及び第１乃至第３の接触孔１８５ａ、１８５ｂ、１８５ｃが
配設される領域内に横方向に延設される。このため、第２の遮光部材３３０が形成されて
いる領域と画素電極１９１が形成されている領域との間に配設されている液晶分子３１が
画素電極１９１側に向かって横たわりやすくなる。これにより、画素電極１９１と第２の
遮光部材３３０との間に配設されている液晶分子３１の不規則な挙動が低減される。
【００８５】
　上述したように、第１のスペーサ部３２５は、液晶表示装置の二枚の表示板１００、２
００の間のセル間隔を維持し、図７に基づいて上述したように、第１の遮光部材２２０と
第２の遮光部材３３０との重合部分３２４は、外部から圧力などが加わる場合に、セル間
隔を維持する役割を果たす。
【００８６】
　また、図１０を参照すると、第２の遮光部材３３０は、第２のスペーサ部３２６を備え
ていてもよい。第２のスペーサ部３２６は周辺領域よりは高いが、第１のスペーサ部３２
５よりは低くてもよい。第２のスペーサ部３２６は、対向する上表示板２００と第２の間
隔Ｈ２をなすように形成されてもよい。第２のスペーサ部３２６は、外部から圧力などが
加わる場合に、追加的にセル間隔を維持する役割を果たす。
【００８７】
　しかしながら、図７に基づいて上述したように、外部から圧力などが加わる場合に、第
１の遮光部材２２０と第２の遮光部材３３０との重合部分３２４がセル間隔を追加的に維
持する役割を果たすため、第２の遮光部材３３０の第２のスペーサ部３２６は省略されて
もよい。このように、第２の遮光部材３３０が第２のスペーサ部３２６を備えていない場
合に、第２の遮光部材３３０は、第１のスペーサ部３２５とその周辺領域のように、互い
に厚さが異なる両部分を備えるように形成することができて、第１のスペーサ部３２５と
第２のスペーサ部３２６を両方とも有するように形成して、互いに厚さが異なる三つの部
分を有する場合に比べて、段差が調節しやすくて工程正確度が高くなり、しかも、製造コ
ストが削減される。
【００８８】
　上述した第１のスペーサ部３２５と第２のスペーサ部３２６は、全ての画素領域に配設
されることはなく、複数の画素領域のうちの１画素領域にのみ配設されてもよい。
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【００８９】
　以下、図１１乃至図１４に基づき、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置について
説明する。図１１は、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の断面図であり、図２の
液晶表示装置をIII-III線に沿って切り取った断面図である。図１２乃至図１４は、本発
明の他の実施形態に係る液晶表示装置の断面図であり、図６の液晶表示装置をＸII-ＸII
線、ＸIII-ＸIII線及びＸIＶ-ＸIＶ線に沿って切り取った断面図である。
【００９０】
　図１１乃至図１４を参照すると、本実施形態に係る液晶表示装置は、図２及び図３、並
びに図６乃至図１０に基づいて説明した実施形態に係る液晶表示装置とほとんど同様であ
る。したがって、同じ構成要素についての具体的な説明は省略する。
【００９１】
　しかしながら、本実施形態に係る液晶表示装置の場合に、第２の保護膜１８０ｑは、下
部膜１８０ｑａと上部膜１８０ｑｂとを備える。第２の保護膜１８０ｑの下部膜１８０ｑ
ａは有機絶縁膜を備え、第２の保護膜１８０ｑの上部膜１８０ｑｂは窒化ケイ素または酸
化ケイ素などの無機絶縁膜を備える。しかしながら、本発明の他の実施形態に係る液晶表
示装置の場合に、第２の保護膜１８０ｑの下部膜１８０ｑａは無機絶縁膜を備え、第２の
保護膜１８０ｑの上部膜１８０ｑｂは無機絶縁膜を備えていてもよい。
【００９２】
　上述したように、本発明の実施形態に係る液晶表示装置は、隣り合う二本のデータ線の
間に配設されるカラーフィルタと、データ線の上に配設される第１の遮光部材と、薄膜ト
ランジスタが配設される領域のカラーフィルタの上に配設される第２の遮光部材と、を備
え、第１の遮光部材と第２の遮光部材とが少なくとも一部分重なり合うように形成する。
これにより、カラーフィルタと遮光部材を薄膜トランジスタ表示板の上に形成して整列誤
差による光漏れを防ぐとともに、データ線とゲート線とが隣り合う領域における光漏れを
防ぎ、薄膜トランジスタの上にカラーフィルタを形成し、且つ、第１の遮光部材を形成し
ないことにより、第１の遮光部材の段差に起因する不要な薄膜形成に伴う薄膜トランジス
タの性能特性の低下を防ぎ、薄膜トランジスタの上にカラーフィルタを配設することによ
り薄膜トランジスタの位置を簡単に識別することができるので、薄膜トランジスタが修理
しやすくなる。
【００９３】
　さらに、第１の遮光部材と第２の遮光部材との重合部分をスペーサとして用いることに
より、サブスペーサをさらに形成しなくても良いため、製造工程が簡単になる。
【００９４】
　図２及び図３、並びに図６乃至図１０に基づいて説明した実施形態に係る液晶表示装置
の多くの特徴は、本実施形態に係る液晶表示装置に適用可能である。
【００９５】
　以下、図１５乃至図１８に基づき、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置について
説明する。図１５は、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の断面図であり、図２の
液晶表示装置をIII-III線に沿って切り取った断面図である。図１６乃至図１８は、本発
明の他の実施形態に係る液晶表示装置の断面図であり、図６の液晶表示装置をＸII-ＸII
線、ＸIII-ＸIII線及びＸIＶ-ＸIＶ線に沿って切り取った断面図である。
【００９６】
　図１５乃至図１８を参照すると、本実施形態に係る液晶表示装置は、図２及び図３、並
びに図６乃至図１０に基づいて説明した実施形態に係る液晶表示装置とほとんど同様であ
る。したがって、同じ構成要素についての具体的な説明は省略する。
【００９７】
　しかしながら、本実施形態に係る液晶表示装置の場合に、第２の保護膜１８０ｑは省略
されている。
【００９８】
　上述したように、本発明の実施形態に係る液晶表示装置は、隣り合う二本のデータ線の
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間に配設されるカラーフィルタと、データ線の上に配設される第１の遮光部材と、薄膜ト
ランジスタが配設される領域のカラーフィルタの上に配設される第２の遮光部材と、を備
え、第１の遮光部材と第２の遮光部材とが少なくとも一部分重なり合うように形成する。
これにより、カラーフィルタと遮光部材を薄膜トランジスタ表示板の上に形成して整列誤
差による光漏れを防ぐとともに、データ線とゲート線とが隣り合う領域における光漏れを
防ぎ、薄膜トランジスタの上にカラーフィルタを形成し、且つ、第１の遮光部材を形成し
ないことにより、第１の遮光部材の段差に起因する不要な薄膜形成に伴う薄膜トランジス
タの性能特性の低下を防ぎ、薄膜トランジスタの上にカラーフィルタを配設することによ
り薄膜トランジスタの位置を簡単に識別することができるので、薄膜トランジスタが修理
しやすくなる。
【００９９】
　さらに、第１の遮光部材と第２の遮光部材との重合部分をスペーサとして用いることに
より、サブスペーサをさらに形成しなくても良いため、製造工程が簡単になる。
【０１００】
　図２及び図３、並びに図６乃至図１０に基づいて説明した実施形態に係る液晶表示装置
の多くの特徴は、本実施形態に係る液晶表示装置に適用可能である。
【０１０１】
　以下、図１９乃至図２２に基づいて、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置につい
て説明する。図１９は、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の断面図であり、図２
の液晶表示装置をIII-III線に沿って切り取った断面図である。図２０乃至図２２は、本
発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の断面図であり、図６の液晶表示装置をＸII-ＸI
I線、ＸIII-ＸIII線及びＸIＶ-ＸIＶ線に沿って切り取った断面図である。
【０１０２】
　図１９乃至図２２を参照すると、本実施形態に係る液晶表示装置は、図２及び図３、並
びに図６乃至図１０に基づいて説明した実施形態に係る液晶表示装置とほとんど同様であ
る。したがって、同じ構成要素についての具体的な説明は省略する。
【０１０３】
　しかしながら、本実施形態に係る液晶表示装置の場合、第１の遮光部材２２０と第２の
遮光部材３３０とが重なり合う部分における第２の保護膜１８０ｑが省略されている。
【０１０４】
　上述したように、本発明の実施形態に係る液晶表示装置は、隣り合う二本のデータ線の
間に配設されるカラーフィルタと、データ線の上に配設される第１の遮光部材と、薄膜ト
ランジスタが配設される領域のカラーフィルタの上に配設される第２の遮光部材と、を備
え、第１の遮光部材と第２の遮光部材とが少なくとも一部分重なり合うように形成する。
これにより、カラーフィルタと遮光部材を薄膜トランジスタ表示板の上に形成して整列誤
差による光漏れを防ぐとともに、データ線とゲート線とが隣り合う領域における光漏れを
防ぎ、薄膜トランジスタの上にカラーフィルタを形成し、且つ、第１の遮光部材を形成し
ないことにより、第１の遮光部材の段差に起因する不要な薄膜形成に伴う薄膜トランジス
タの性能特性の低下を防ぎ、薄膜トランジスタの上にカラーフィルタを配設することによ
り薄膜トランジスタの位置を簡単に識別することができるので、薄膜トランジスタが修理
しやすくなる。
【０１０５】
　さらに、第１の遮光部材と第２の遮光部材との重合部分をスペーサとして用いることに
より、サブスペーサをさらに形成しなくても良いため、製造工程が簡単になる。
【０１０６】
　図２及び図３、並びに図６乃至図１０に基づいて説明した実施形態に係る液晶表示装置
の多くの特徴は、本実施形態に係る液晶表示装置に適用可能である。
【０１０７】
　以下、図２３乃至図２６に基づいて、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置につい
て説明する。図２３は、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の二つの画素を示す配
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置図であり、図２４は、図２３の液晶表示装置をＸＸIＶ-ＸＸIＶ線に沿って切り取った
断面図であり、図２５は、図２３の液晶表示装置をＸＸＶ-ＸＸＶ線に沿って切り取った
断面図であり、そして図２６は、図２３の液晶表示装置をＸＸＶI-ＸＸＶI線に沿って切
り取った断面図である。
【０１０８】
　図２３乃至図２６を参照すると、本実施形態に係る液晶表示装置は、図２及び図３、並
びに図６乃至図１０に基づいて説明した実施形態に係る液晶表示装置とほとんど同様であ
る。
【０１０９】
　しかしながら、本実施形態に係る液晶表示装置の第１の遮光部材２２０は、第２の遮光
部材３３０と重なり合う領域においては第１の幅Ｗ１を有し、それ以外の領域においては
第２の幅Ｗ２を有する。また、第１の幅Ｗ１は、第２の幅Ｗ２よりも狭い。第１の遮光部
材２２０の第２の幅Ｗ２は、約７μｍであってもよく、第１の幅Ｗ１は、データ線１７１
の幅よりも広くてもよい。
【０１１０】
　このように、第１の遮光部材２２０と第２の遮光部材３３０とが重なり合う部分におい
て第１の遮光部材２２０の幅を狭く形成することにより、データ線１７１の上における第
１の遮光部材２２０と第２の遮光部材３３０との重合部３２４の上部表面の高さを低くで
きる。ここで、第１の遮光部材２２０と第２の遮光部材３３０との重合部分と周辺領域と
の段差は、０．８μｍ以下であることが好ましい。
【０１１１】
　このように、第１の遮光部材２２０と第２の遮光部材３３０との重合部３２４の上部表
面の高さを低くすることにより、周辺領域と、第１の遮光部材２２０と第２の遮光部材３
３０との重合部３２４との間の段差を低減して、第１の遮光部材２２０と第２の遮光部材
３３０との重合部３２４において発生しうる液晶分子の不規則な挙動を低減することがで
きる。これにより、液晶分子の不規則な挙動に起因する光漏れを防ぐことができる。
【０１１２】
　さらに、上述した実施形態と同様に、第１の遮光部材２２０のうち、第２の遮光部材３
３０と重なり合っていない第１の遮光部材２２０の幅は、データ線１７１の幅よりも広く
てもよい。このように、第２の遮光部材３３０と重なり合っていない部分において、第１
の遮光部材２２０の幅をデータ線１７１の幅よりも広く形成することにより、外部から入
射した光が、金属であるデータ線１７１の表面で反射することを第１の遮光部材２２０が
防ぐことができる。このため、データ線１７１の表面で反射した光が液晶層３を通過した
光と干渉されることにより、液晶表示装置のコントラスト比が低下することが防がれる。
【０１１３】
　図２３乃至図２６に示す実施形態において、第２の保護膜１８０ｑは単一膜であること
を例示しているが、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置によれば、第２の保護膜１
８０ｑは、下部膜と上部膜を備えていてもよい。第２の保護膜１８０ｑの下部膜は有機絶
縁膜を備え、第２の保護膜１８０ｑの上部膜は窒化ケイ素または酸化ケイ素などの無機絶
縁膜を備えていてもよい。しかしながら、これとは異なり、本発明の他の実施形態に係る
液晶表示装置の場合に、第２の保護膜１８０ｑの下部膜は無機絶縁膜を備え、第２の保護
膜１８０ｑの上部膜は有機絶縁膜を備えていてもよい。
【０１１４】
　さらに、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の場合に、第２の保護膜１８０ｑは
省略されてもよく、第１の遮光部材２２０と第２の遮光部材３３０とが重なり合う部分に
おいてのみ省略されてもよい。
【０１１５】
　図２及び図３、並びに図６乃至図１０に基づいて説明した実施形態に係る液晶表示装置
の多くの特徴は、本実施形態に係る液晶表示装置に適用可能である。
【０１１６】
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　以下、図２７乃至図３１に基づいて、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置につい
て説明する。図２７は、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の二つの画素を示す配
置図であり、図２８は、図２７の液晶表示装置をＸＸＶIII-ＸＸＶIII線に沿って切り取
った断面図であり、図２９は、図２７の液晶表示装置をＸＸIＸ-ＸＸIＸ線に沿って切り
取った断面図である。図３０は図２７の液晶表示装置をＸＸＸ-ＸＸＸ線に沿って切り取
った断面図であり、そして図３１は、図２７の液晶表示装置をＸＸＸI-ＸＸＸI線に沿っ
て切り取った断面図である。
【０１１７】
　図２７乃至図３１を参照すると、本実施形態に係る液晶表示装置は、図２及び図３、並
びに図６乃至図１０に基づいて説明した実施形態に係る液晶表示装置、及び図２３乃至図
２６に基づいて説明した液晶表示装置とほとんど同様である。
【０１１８】
　しかしながら、本実施形態に係る液晶表示装置は、上述した実施形態に係る液晶表示装
置とは異なり、第１の遮光部材２２０の一部は、第２の遮光部材３３０とデータ線１７１
とが重なり合う部分において除去されている。また、第１の遮光部材２２０の高さは、第
２の遮光部材３３０の横の中央部分に近づくにつれて低くなるように形成されている。具
体的に、第１の遮光部材２２０の高さは、第２の遮光部材３３０と重なり合っていない部
分においては第１の厚さＤ１を有し、第２の遮光部材３３０と重なり合う部分においては
第２の厚さＤ２を有していてもよい。第１の厚さＤ１は、第２の厚さＤ２よりも厚い。ま
た、第２の遮光部材３３０とデータ線１７１との重合部の横の中央部分において、第１の
遮光部材２２０は除去されている。すなわち、第２の遮光部材３３０とデータ線１７１と
の重合部の横の中央部分において、第１の遮光部材２２０の高さは、略０であってもよい
。
【０１１９】
　このように、第２の遮光部材３３０とデータ線１７１との重合部分において第１の遮光
部材２２０の一部が除去されており、第１の遮光部材２２０の末端の厚さが次第に薄くな
るように形成することにより、データ線１７１の上における第１の遮光部材２２０と第２
の遮光部材３３０との重合に起因する段差差を緩和させて、第１の遮光部材２２０と第２
の遮光部材３３０との重合部３２４において発生しうる液晶分子の不規則な挙動を低減す
ることができる。これにより、液晶分子の不規則な挙動に起因する光漏れを防ぐことがで
きる。ここで、第１の遮光部材２２０と第２の遮光部材３３０との重合部分と周辺領域と
の段差は、０．８μｍ以下であることが好ましい。
【０１２０】
　加えて、上述した実施形態と同様に、第１の遮光部材２２０の幅は、データ線１７１の
幅よりも広くてもよい。このように、第２の遮光部材３３０と重なり合っていない部分に
おいて、第１の遮光部材２２０をデータ線１７１よりも広く形成することにより、外部か
ら入射した光が、金属であるデータ線１７１の表面で反射することを第１の遮光部材２２
０が防ぐことができる。このため、データ線１７１の表面で反射した光が液晶層３を通過
した光と干渉されることにより、液晶表示装置のコントラスト比が低下することが防がれ
る。
【０１２１】
　図２７乃至図３１に示す実施形態において、第２の保護膜１８０ｑは単一膜であること
を例示しているが、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置によれば、第２の保護膜１
８０ｑは、下部膜と上部膜を備えていてもよい。第２の保護膜１８０ｑの下部膜は有機絶
縁膜を備え、第２の保護膜１８０ｑの上部膜は、窒化ケイ素または酸化ケイ素などの無機
絶縁膜を備えていてもよい。しかしながら、これとは異なり、本発明の他の実施形態に係
る液晶表示装置の場合に、第２の保護膜１８０ｑの下部膜は無機絶縁膜を備え、第２の保
護膜１８０ｑの上部膜は有機絶縁膜を備えていてもよい。
【０１２２】
　さらに、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の場合に、第２の保護膜１８０ｑは
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省略されてもよく、第１の遮光部材２２０と第２の遮光部材３３０とが重なり合う部分に
おいてのみ省略されてもよい。
【０１２３】
　本発明の実施形態に係る液晶表示装置は、隣り合う二本のデータ線の間に配設されるカ
ラーフィルタと、データ線の上に配設される第１の遮光部材と、薄膜トランジスタが配設
される領域のカラーフィルタの上に配設される第２の遮光部材と、を備え、第１の遮光部
材と第２の遮光部材とが少なくとも一部分重なり合うように形成する。これにより、カラ
ーフィルタと遮光部材を薄膜トランジスタ表示板の上に形成して整列誤差による光漏れを
防ぐとともに、データ線とゲート線とが隣り合う領域における光漏れを防ぎ、薄膜トラン
ジスタの上にカラーフィルタを形成し、且つ、第１の遮光部材を形成しないことにより、
第１の遮光部材の段差に起因する不要な薄膜形成に伴う薄膜トランジスタの性能特性の低
下を防ぎ、薄膜トランジスタの上にカラーフィルタを配設することにより薄膜トランジス
タの位置を簡単に識別することができるので、薄膜トランジスタが修理しやすくなる。
【０１２４】
　また、第１の遮光部材と第２の遮光部材との重合部分をスペーサとして用いることによ
り、サブスペーサをさらに形成しなくても良いため、製造工程が簡単になる。
【０１２５】
　さらに、第１の遮光部材と第２の遮光部材との重合による周辺との段差差を減らして、
第１の遮光部材と第２の遮光部材との重合による段差差を緩和させて、第１の遮光部材と
第２の遮光部材との重合部において発生しうる液晶分子の不規則な挙動を低減することが
できる。これにより、液晶分子の不規則な挙動に起因する光漏れを防ぐことができる。
【０１２６】
　上述した実施形態においては、第１の液晶キャパシタＣｌｃａに充電された電圧と第２
の液晶キャパシタＣｌｃｂに充電された電圧とを異ならせるために、第２の液晶キャパシ
タＣｌｃｂと分圧基準電圧線ＲＬに接続されている第３のスイッチング素子Ｑｃを備えて
いるが、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の場合に、第２の液晶キャパシタＣｌ
ｃｂを減圧キャパシタに接続してもよい。具体的に、減圧ゲート線に接続されている第１
の端子と、第２の液晶キャパシタＣｌｃｂに接続されている第２の端子及び減圧キャパシ
タに接続されている第３の端子を備える第３のスイッチング素子を備えて、第２の液晶キ
ャパシタＣｌｃｂに充電された電荷量の一部を減圧キャパシタに充電して、第１の液晶キ
ャパシタＣｌｃｂと第２の液晶キャパシタＣｌｃｂとの間の充電電圧を異ならせて設定し
てもよい。なお、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の場合に、第１の液晶キャパ
シタＣｌｃｂと第２の液晶キャパシタＣｌｃｂとがそれぞれ互いに異なるデータ線に接続
されて、これらに互いに異なるデータ電圧が印加されることにより、第１の液晶キャパシ
タＣｌｃｂと第２の液晶キャパシタＣｌｃｂとの間の充電電圧を異ならせて設定してもよ
い。加えて、他の様々な方法により、第１の液晶キャパシタＣｌｃｂと第２の液晶キャパ
シタＣｌｃｂとの間の充電電圧を異ならせて設定してもよい。
【０１２７】
　以下、図３２乃至図３６に基づいて、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置につい
て説明する。図３２は、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の二つの画素を示す配
置図であり、図３３は、図３２の液晶表示装置をＸＸＸIII-ＸＸＸIII線に沿って切り取
った断面図であり、図３４は、図３２の液晶表示装置をＸＸＸIＶ-ＸＸＸIＶ線に沿って
切り取った断面図であり、図３５は、図３２の液晶表示装置をＸＸＸＶ-ＸＸＸＶ線に沿
って切り取った断面図であり、そして図３６は、図３２の液晶表示装置をＸＸＸＶI-ＸＸ
ＸＶI線に沿って切り取った断面図である。
【０１２８】
　図３２乃至図３６を参照すると、本実施形態に係る液晶表示装置は、図６乃至図１０に
基づいて説明した実施形態に係る液晶表示装置とほとんど同様である。
【０１２９】
　しかしながら、本実施形態に係る液晶表示装置の場合に、二つの画素の間には第１のデ
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ータ線１７１ａと第２のデータ線１７１ｂの二本のデータ線が配設される。第１のデータ
線１７１ａは、１画素を基準として左側に配設され、第２のデータ線１７１ｂは、１画素
を基準として右側に配設される。各画素の第１の副画素電極１９１ａには、第１のデータ
線１７１ａに接続されている第１のソース電極１７３ａからデータ電圧が印加され、第２
の副画素電極１９１ｂには、第２のデータ線１７１ｂに接続されている第２のソース電極
１７３ｂからデータ電圧が印加される。
【０１３０】
　より具体的に、ゲート線１２１から拡張された第１のゲート電極１２４ａと、第１の半
導体１５４ａと、第１のデータ線１７１ａに接続されている第１のソース電極１７３ａ及
び第１のドレイン電極１７５ａからなる第１の薄膜トランジスタは、第１の副画素電極１
９１ａに接続され、ゲート線１２１から拡張された第２のゲート電極１２４ｂと、第２の
半導体１５４ｂと、第２のデータ線１７１ｂに接続されている第２のソース電極１７３ｂ
及び第２のドレイン電極１７５ｂからなる第２の薄膜トランジスタは、第２の副画素電極
１９１ｂに接続される。第１の副画素電極１９１ａは第１の接触孔１８５ａを介して第１
のドレイン電極１７５ａに接続されて、ここに第１のドレイン電極１７５ａからデータ電
圧が印加され、第２の副画素電極１９１ｂは第２の接触孔１８５ｂを介して第２のドレイ
ン電極１７５ｂに接続されて、ここに第２のドレイン電極１７５ｂからデータ電圧が印加
される。
【０１３１】
　図３２及び図３３を参照すると、第１の遮光部材２２０は、二つの画素に配設される二
つのカラーフィルタ２３０の間に配設され、二つの画素の間に配設される第１のデータ線
１７１ａと第２のデータ線１７１ｂを覆うように配設される。第１のデータ線１７１ａ及
び第２のデータ線１７１ｂの上に配設される第１の遮光部材２２０と第２の遮光部材３３
０とが重なり合う部分は、他の部分に配設される第２の遮光部材３３０よりも高い。この
ため、第１のデータ線１７１ａ及び第２のデータ線１７１ｂ、並びに第１の遮光部材２２
０及び第２の遮光部材３３０が重なり合う第１の部分３２４ａは、対向する上表示板２０
０と第３の間隔Ｈ１ａをなしうる。
【０１３２】
　上述した実施形態と同様に、本実施形態に係る液晶表示装置の第２の遮光部材３３０は
、第１の副画素電極１９１ａと第２の副画素電極１９１ｂに接続されているトランジスタ
と、第１の接触孔１８５ａ及び第２の接触孔１８５ｂが配設される領域内に横方向に延設
される。
【０１３３】
　図３５を参照すると、第２の遮光部材３３０は、周辺領域よりも厚い第１のスペーサ部
３２５を備える。第１のスペーサ部３２５は、対向する上表示板２００と接触するように
形成される。第２の遮光部材３３０と第１のスペーサ部３２５を同じ層に形成することに
より、製造工程を簡単化させ、第１のスペーサ部３２５の周辺において発生しうる光漏れ
を防ぐことができる。
【０１３４】
　図３６を参照すると、第２の遮光部材３３０は、第２のスペーサ部３２６を備えていて
もよい。第２のスペーサ部３２６は周辺領域よりは厚いが、第１のスペーサ部３２５より
は低くてもよい。第２のスペーサ部３２６は、対向する上表示板２００と第２の間隔Ｈ２
をなすように形成されてもよい。第２のスペーサ部３２６は、外部から圧力などが加わる
場合に、追加的にセル間隔を維持する役割を果たす。
【０１３５】
　外部から圧力などが加わる場合に、第１のデータ線１７１ａ及び第２のデータ線１７１
ｂ、並びに第１の遮光部材２２０及び第２の遮光部材３３０が重なり合う第１の部分３２
４ａはセル間隔を追加的に維持する役割を果たすため、第２の遮光部材３３０の第２のス
ペーサ部３２６は省略されてもよい。このように、第２の遮光部材３３０が第２のスペー
サ部３２６を備えていない場合に、第２の遮光部材３３０は、第１のスペーサ部３２５と
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その周辺領域のように、互いに厚さが異なる両部分を備えるように形成することができて
、第１のスペーサ部３２５と第２のスペーサ部３２６を両方とも有するように形成して、
互いに厚さが異なる三つの部分を有する場合に比べて、段差が調節し易くて工程正確度が
高くなり、製造コストが削減される。
【０１３６】
　上述した第１のスペーサ部３２５と第２のスペーサ部３２６は全ての画素領域に配設さ
れることなく、複数の画素領域のうちの１画素領域にのみ配設されてもよい。
【０１３７】
　第１の遮光部材２２０が隣り合って二つの画素の間に配設される第１のデータ線１７１
ａ及び第２のデータ線１７１ｂを両方とも覆うように形成することにより、外部から入射
した光が、金属であるデータ線１７１の表面で反射することを第１の遮光部材２２０が防
ぐことができる。このため、データ線１７１の表面で反射した光が液晶層３を通過した光
と干渉されることにより、液晶表示装置のコントラスト比が低下することが防がれる。
【０１３８】
　本実施形態に係る液晶表示装置は、第１の遮光部材２２０の幅または高さが位置に応じ
て変化しないが、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の場合に、図２３乃至図２６
に基づいて上述した実施形態と同様に、第１の遮光部材２２０の幅は、第２の遮光部材３
３０と重なり合う領域における幅よりも、それ以外の領域における幅の方がさらに広くて
もよい。なお、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の場合に、図２７乃至図３１に
基づいて説明した実施形態と同様に、第１の遮光部材２２０の一部は、第２の遮光部材３
３０と、第１のデータ線１７１ａ及び第２のデータ線１７１ｂが重なり合う部分において
除去されてもよく、第１の遮光部材２２０の高さは、第２の遮光部材３３０の横の中央部
分に近づくにつれて低くなるように形成されてもよい。
【０１３９】
　本実施形態に係る液晶表示装置において、第２の保護膜１８０ｑは単一膜であることを
例示しているが、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置によれば、第２の保護膜１８
０ｑは、下部膜と上部膜を備えていてもよい。第２の保護膜１８０ｑの下部膜は有機絶縁
膜を備え、第２の保護膜１８０ｑの上部膜は窒化ケイ素または酸化ケイ素などの無機絶縁
膜を備えていてもよい。しかしながら、これとは異なり、本発明の他の実施形態に係る液
晶表示装置の場合に、第２の保護膜１８０ｑの下部膜は無機絶縁膜を備え、第２の保護膜
１８０ｑの上部膜は有機絶縁膜を備えていてもよい。
【０１４０】
　さらに、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の場合に、第２の保護膜１８０ｑは
省略されてもよく、第１の遮光部材２２０と第２の遮光部材３３０とが重なり合う部分に
おいてのみ省略されてもよい。
【０１４１】
　図２及び図３、並びに図６乃至図１０に基づいて上述した実施形態に係る液晶表示装置
と、図２３乃至図２６に基づいて上述した実施形態に係る液晶表示装置、及び図２７乃至
図３１に基づいて上述した実施形態に係る液晶表示装置の多くの特徴は、本実施形態に係
る液晶表示装置に適用可能である。
【０１４２】
　以下、図３７乃至図３９に基づいて、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置につい
て説明する。図３７は、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の二つの画素を示す配
置図であり、図３８は、図３７の液晶表示装置をＸＸＸＶIII-ＸＸＸＶIII線に沿って切
り取った断面図であり、そして図３９は、図３７の液晶表示装置をＸＸＸIＸ-ＸＸＸIＸ
線に沿って切り取った断面図である。
【０１４３】
　図３７乃至図３９を参照すると、本実施形態に係る液晶表示装置は図６乃至図１０に基
づいて説明した実施形態に係る液晶表示装置と類似している。
【０１４４】
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　しかしながら、本実施形態に係る液晶表示装置は図６乃至図１０に基づいて説明した実
施形態に係る液晶表示装置とは違って、データ線１７１の上に遮蔽電極８８が配設される
。遮蔽電極８８には共通電圧が印加されて、データ線１７１と画素電極１９１ａ、１９１
ｂの間及びデータ線１７１と共通電極２７０の間の電磁気干渉を遮断して、画素電極１９
１ａ、１９１ｂの電圧わい曲及びデータ線１７１が送信するデータ電圧の信号遅延を減ら
す。
【０１４５】
　図３８を参照すると、本実施形態に係る液晶表示装置は図６乃至図１０に示す実施形態
に係る液晶表示装置と類似して、データ線１７１の上に配設される第１の遮光部材２２０
と第２の遮光部材３３０が互いに重なり合う部分３２４の高める他の部分に配設される第
２の遮光部材３３０の高さよりも高く形成される。したがって、第１の遮光部材２２０と
第２の遮光部材３３０が重なり合う部分３２４は対向する上表示板２００と第１の間隔Ｈ
１をなす。外部の圧力などが加わる場合、第１の遮光部材２２０と第２の遮光部材３３０
の重合の部分３２４がセル間隔を追加的に維持する役割になる。
【０１４６】
　また、第１の遮光部材２２０の幅はデータ線１７１の幅よりも広いこともある。このよ
うに、第１の遮光部材２２０の幅をデータ線１７１の幅よりも広く形成することにより、
外部で入射された光が、金属のデータ線１７１表面で反射して、液晶層３を通過した光と
干渉されることにより、液晶表示装置のコントラスト比が低下するのを防ぐことができる
。
【０１４７】
　本実施形態に係る液晶表示装置は第１の遮光部材２２０の幅または高さが位置によって
変化しないことで示すが、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の場合、先んじても
２３乃至図２６に基づいて説明した実施形態と類似に、第１の遮光部材２２０の幅は第２
の遮光部材３３０と重なり合う領域での幅よりもその以外の領域での幅がさらに広いこと
もある。また、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の場合、図２７乃至図３１に基
づいて説明した実施形態と類似して、第１の遮光部材２２０は第２の遮光部材３３０と第
１のデータ線１７１ａ及び第２のデータ線１７１ｂが重なり合う部分で一部除去されて、
第１の遮光部材２２０の高さは第２の遮光部材３３０の横の中央部分に近づくほど低くな
るように形成されてもよい。
【０１４８】
　本実施形態に係る液晶表示装置で、第２の保護膜１８０ｑは単一膜で示されているが、
本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置によれば、第２の保護膜１８０ｑは下部膜と上
部膜を含んでもよい。第２の保護膜１８０ｑの下部膜は有機絶縁膜を含み、第２の保護膜
１８０ｑの上部膜は窒化ケイ素または酸化ケイ素などの無機絶縁膜を含んでもよい。しか
しこれとは異なって、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の場合、第２の保護膜１
８０ｑの下部膜は無機絶縁膜を含み、第２の保護膜１８０ｑの上部膜は有機絶縁膜を含ん
でもよい。
【０１４９】
　また、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の場合、第２の保護膜１８０ｑは省略
されて、第１の遮光部材２２０と第２の遮光部材３３０が重なり合う部分だけで省略され
てもよい。
【０１５０】
　先に図２及び図３、並びに、図６乃至図１０に基づいて説明した一実施形態に係る液晶
表示装置、図２３乃至図２６に基づいて説明した実施形態に係る液晶表示装置、及び、図
２７乃至図３１に基づいて説明した実施形態に係る液晶表示装置らの多くの特徴は、本実
施形態に係る液晶表示装置に両方とも適用可能である。
【０１５１】
　以上、本発明の好適な実施形態について詳述したが、本発明の権利範囲はこれに何ら限
定されるものではなく、次の特許請求の範囲において定義している本発明の基本概念を用
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いた当業者の種々の変形及び改良形態もまた本発明の権利範囲に属するものである。
【符号の説明】
【０１５２】
ＧＬ、１２１:ゲート線
ＲＬ、１３１:分圧基準電圧線
ＤＬ、１７１:データ線
Ｃｌｃａ、Ｃｌａｂ:液晶キャパシタ
Ｑａ、Ｑｂ、Ｑｃ:スイッチング素子、薄膜トランジスタ
１１０、２１０:基板
１２４ａ、１２４ｂ、１２４ｃ:ゲート電極
１４０:ゲート絶縁膜
１５４ａ、１５４ｂ、１５４ｃ:半導体
１６３ａ、１６５ａ、１６３ｂ、１６５ｂ、１６３ｃ、１６５ｃ:抵抗性接触部材
１７３ａ、１７３ｂ、１７３ｃ:ソース電極
１７５ａ、１７５ｂ、１７５ｃ:ドレイン電極
１８０ｐ、１８０ｑ:保護膜
１９１ａ、１９１ｂ:副画素電極
２２０:第１の遮光部材
２３０:カラーフィルタ
３３０:第２の遮光部材
３２５、３２６:スペーサ部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【図３５】 【図３６】

【図３７】 【図３８】
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【図３９】

【手続補正書】
【提出日】平成30年12月11日(2018.12.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の絶縁基板と、
　前記第１の絶縁基板の上に配設されている複数のゲート線と、
　前記第１の絶縁基板の上に配設されている複数のデータ線と、
　前記複数のデータ線に沿って並んでいる画素と、
　前記第１の絶縁基板の上に配設されているカラーフィルタと、
　前記複数のデータ線の上に配設されている第１の遮光部材と、
　前記カラーフィルタと前記第１の遮光部材の上に配設され、前記ゲート線と同じ方向に
伸び、前記データ線の上において前記第１の遮光部材と重なり合う第２の遮光部材と、
　を備え、
　前記画素の一端に隣接するデータ線を第１のデータ線とし、
　前記画素の他端に隣接するデータ線を第２のデータ線とし、
　前記カラーフィルタは、前記第１のデータ線と前記第２のデータ線との間に配設されて
おり、
　前記第２の遮光部材は、厚さが最も大きく、前記第１の絶縁基板と向かい合う第２の基
板の薄膜の表面と接触するメインスペーサ部分である第１の部分と、前記第１の部分より
厚さが小さく、前記第２の基板の前記薄膜の表面と一定の間隔離隔しているサブスペーサ
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部分である第２部分と、前記第２の部分より厚さが小さく、前記データ線と重なり合わな
い第３の部分とを含み、
　前記第１の遮光部材と前記第２の遮光部材とが重なり合う部分における前記第１の遮光
部材の幅は、前記第１の遮光部材の残りの部分の幅よりも狭く、
　前記第１の遮光部材と前記第２の遮光部材とが重なり合わない部分における前記第１の
遮光部材の幅は、前記第１のデータ線の幅及び前記第２のデータ線の幅よりも広い、液晶
表示装置。
【請求項２】
　前記第１の遮光部材の幅は、一定である、請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記第１の遮光部材の幅は、前記データ線の幅よりも広い、請求項２に記載の液晶表示
装置。
【請求項４】
　前記画素は、
　前記カラーフィルタの上に配設されており、前記ゲート線を挟んで離れている第１の副
画素電極と第２の副画素電極を備える画素電極と、
　前記第１の副画素電極に接続されている第１の薄膜トランジスタと、
　前記第２の副画素電極に接続されている第２の薄膜トランジスタと、
　を含み、
　前記第２の遮光部材は、前記第１の薄膜トランジスタと前記第２の薄膜トランジスタを
両方とも覆うように前記ゲート線に沿って延設されている、請求項１に記載の液晶表示装
置。
【請求項５】
　前記第１の副画素電極と前記第２の副画素電極は、幹部と前記幹部から延出している複
数の枝電極とを備える、請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記第１の遮光部材と前記第２の遮光部材とが重なり合う部分における前記第１の遮光
部材の幅は、約０．７μｍである、請求項５に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記第１の遮光部材の厚さは、前記第１の遮光部材と前記第２の遮光部材とが重なり合
う部分における前記第２の遮光部材の横の中央部分に近くなるにつれて減少する、請求項
１に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記第２の遮光部材の横の中央部分における前記第１の遮光部材の厚さは、略０である
、請求項７に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記画素は、
　前記カラーフィルタの上に配設されており、前記ゲート線を挟んで離れている第１の副
画素電極と第２の副画素電極を備える画素電極と、
　前記第１の副画素電極に接続されている第１の薄膜トランジスタと、
　前記第２の副画素電極に接続されている第２の薄膜トランジスタと、
　を含み、
　前記第２の遮光部材は、前記第１の薄膜トランジスタと前記第２の薄膜トランジスタを
両方とも覆うように前記ゲート線に沿って延設されている、請求項１または７に記載の液
晶表示装置。
【請求項１０】
　前記第１の副画素電極と前記第２の副画素電極は、幹部と前記幹部から延出している複
数の枝電極とを備える、請求項９に記載の液晶表示装置。
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